
 

 

いじめ問題の重大事態に関する再調査部会規程に関する法律等抜粋 

 

いじめ防止対策推進法 

 

（学校の設置者又はその設置する学校による対処） 

第２８条 学校の設置者又はその設置する学校は、次に掲げる場合には、その事態（以

下「重大事態」という。）に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に

資するため、速やかに、当該学校の設置者又はその設置する学校の下に組織を設け、

質問票の使用その他の適切な方法により当該重大事態に係る事実関係を明確にする

ための調査を行うものとする。 

一いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じ 

た疑いがあると認めるとき。 

二いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀

なくされている疑いがあると認めるとき。 

 

（公立の学校に係る対処） 

第３０条 地方公共団体が設置する学校は、第２８条第１項各号に掲げる場合には、

当該地方公共団体の教育委員会を通じて、重大事態が発生した旨を、当該地方公共団

体の長に報告しなければならない。 

２ 前項の規定による報告を受けた地方公共団体の長は、当該報告に係る重大事態へ

の対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要があると認めるとき

は、附属機関を設けて調査を行う等の方法により、第２８条第１項の規定による調査

の結果について調査を行うことができる。 

５ 地方公共団体の長及び教育委員会は、第２項の規定による調査の結果を踏まえ、

自らの権限及び責任において、当該調査に係る重大事態への対処又は当該重大事態と

同種の事態の発生の防止のために必要な措置を講ずるものとする。 

 

（私立の学校に係る対処） 

第３１条 学校法人（私立学校法（昭和２４年法律第２７０号）第三条に規定する学

校法人をいう。以下この条において同じ）が。設置する学校は、第２８条第１項各号

に掲げる場合には、重大事態が発生した旨を、当該学校を所轄する都道府県知事（以

下この条において単に「都道府県知事」という。）に報告しなければならない。 

２ 前項の規定による報告を受けた都道府県知事は、当該報告に係る重大事態への対

処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要があると認めるときは、附

属機関を設けて調査を行う等の方法により、第２８条第１項の規定による調査の結果

について調査を行うことができる。 

３ 都道府県知事は、前項の規定による調査の結果を踏まえ、当該調査に係る学校法

人又はその設置する学校が当該調査に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同

種の事態の発生の防止のために必要な措置を講ずることができるよう、私立学校法第

六条に規定する権限の適切な行使その他の必要な措置を講ずるものとする。 

（参考２） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

いじめの防止等のための基本的な方針 

（平成２５年１０月１１日文部科学大臣決定） 

 

４ 重大事態への対処 

（２）調査結果の報告を受けた文部科学大臣、地方公共団体の長又は都道府県知事に

よる再調査及び措置 （３３～３５頁） 

ⅰ）再調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   上記②の報告を受けた文部科学大臣、地方公共団体の長、都道府県知事は、当

該報告に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止の

ため必要があると認めるときは、第２８条第１項の規定による調査の結果につい

て調査（以下「再調査」という。）を行うことができる。 

   第３０条第２項及び第３１条第２項で規定する「附属機関を設けて調査を行う

等の方法」とは、当該再調査を行うに当たって、専門的な知識又は経験を有する

第三者等による附属機関を設けて行うことを主な方法として念頭に置いたもの

であるが、「等」としては、地方公共団体が既に設置している附属機関や監査組

織等を活用しながら調査を進めることなども考えられる。 

   これらの附属機関については、弁護士や精神科医、学識経験者、心理や福祉の

専門家等の専門的な知識及び経験を有する者であって、当該いじめ事案の関係者

と直接の人間関係又は特別の利害関係を有する者ではない者（第三者）について、

職能団体や大学、学会からの推薦等により参加を図り、当該調査の公平性・中立

性を図るよう努めることが求められる 。 

（国立大学に附属して設置される学校に係る対処）  

第２９条第２項 前項の規定による報告を受けた文部科学大臣は、当該報告

に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため

必要があると認めるときは、前条第1項の規定による調査の結果について調査

を行うことができる。 

（公立の学校に係る対処）  

第３０条第２項 前項の規定による報告を受けた地方公共団体の長は、当該

報告に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止の

ため必要があると認めるときは、附属機関を設けて調査を行う等の方法によ

り、第２８条第１項の規定による調査の結果について調査を行うことができ

る。 

（私立の学校に係る対処）  

第３１条第２項 前項の規定による報告を受けた都道府県知事は、当該報告

に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため

必要があると認めるときは、附属機関を設けて調査を行う等の方法により、

第２８条第１項の規定による調査の結果について調査を行うことができる。 



 

 

   また、附属機関を置く場合、重大事態の発生の都度、条例により機関を設置す

ることは、迅速性という観点から必ずしも十分な対応ができないおそれがあるた

め、あらかじめ法にいう重大事態に対応するための附属機関を設けておくことも

考えられる。 

   国立大学に附属して設置される学校・私立学校について、法により、文部科学

大臣・都道府県知事に新たな権限が付与されるものではないが、文部科学大臣・

都道府県知事は、当該事案に係る資料の提供等を求め、資料の精査や分析を改め

て行うこと等が考えられる。 

   なお、従前の経緯や事案の特性から必要な場合や、いじめられた児童生徒又は

保護者が望む場合には、第２８条第１項の調査に並行して、地方公共団体の長等

による調査を実施することも想定しうる。この場合、調査対象となる児童生徒等

への心理的な負担を考慮し、重複した調査とならないよう、第２８条第１項の調

査主体と、並行して行われる調査主体とが密接に連携し、適切に役割分担を図る

ことが求められる（例えば、アンケートの収集などの初期的な調査を学校の設置

者又は学校が中心となって行い、収集した資料に基づく分析及び追加調査を、並

行して行われる調査で実施する等が考えられる）。 

   再調査についても、学校の設置者又は学校等による調査同様、再調査の主体は、

いじめを受けた児童生徒及びその保護者に対して、情報を適切に提供する責任が

あるものと認識し、適時・適切な方法で、調査の進捗状況等及び調査結果を説明

する。 


